
鳥取地方労働審議会第 17 回家内労働部会次第 

 

と き 令和７年 12 月 19 日（金）10 時 00 分～ 

ところ 鳥取労働局 ４階大会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

 

 （１）部会長・部会長代理の選出について 

 

 （２）和服裁縫業最低工賃に関する実態調査結果について 

 

 （３）和服裁縫業最低工賃の改正等について 

 

 （４）その他 

 

３ 閉 会 
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〇家内労働法第４条第２項及び第８条第１項の審議会を定める政令 

 

 

家内労働法第４条第２項及び第８条第１項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。 
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厚生労働省組織令（平成１２年政令第２５２号） 

 

（９月２７日公布・平成１３年政令第３１７号（１０月１日施行）で追加） 

 

（地方労働審議会） 

第１５６条の２ 都道府県労働局に、地方労働審議会を置く。 

２ 地方労働審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 一 都道府県労働局長の諮問に応じて労働基準法、労働時間の短縮の促進に関する臨

時措置法（平成４年法律第９０号）、労働安全衛生法、作業環境測定法（昭和５０

年法律第２８号）、賃金の支払の確保等に関する法律（昭和５１年法律第３４号）、

職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備

等に関する法律（昭和６０年法律第８８号。第４４条、第４５条及び第４７条の規

定に限る。）、港湾労働法（昭和６３年法律第４０号）及び家内労働法の施行並び

に公共職業安定所の業務に関する重要事項を調査審議すること。 

 二 前号に規定する重要事項に関し、都道府県労働局長又は関係行政機関（家内労働

法の施行に関する重要事項にあっては、都道府県労働局長）に意見を述べること。 

 三 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法、地域雇用開発促進法及び家内労働法

の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 

３ 厚生労働大臣が指定する都道府県労働局に置かれる地方労働審議会は、前項に定め

るもののほか、関係都道府県労働局長の諮問に応じて同項第１号に掲げる重要事項の

うち港湾労働法の施行に関するものであって２以上の都道府県の区域の１部をその

区域とする港湾に係るものについて調査審議し、かつ、関係都道府県労働局長又は関

係行政機関に意見を述べることができる。 

４ 前２項に定めるもののほか、地方労働審議会に関し必要な事項については、地方労 

 働審議会令（平成１３年政令第３２０号）の定めるところによる。 
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○地方労働審議会令

(平成十三年九月二十七日)

(政令第三百二十号)

地方労働審議会令をここに公布する。

地方労働審議会令

内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。

(名称)

第一条　地方労働審議会(以下「審議会」という。)には、当該都道府県労働局の名を冠する。

(組織)

第二条　審議会は、委員十八人で組織する。

２　審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

３　審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)

第三条　委員は、労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者を含

む。以下同じ。)を代表する者、使用者(同条第三項に規定する委託者を含む。以下同じ。)を代表する者及

び公益を代表する者のうちから、都道府県労働局長が各同数を任命する。

２　臨時委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者のうちから、都道

府県労働局長が任命する。

３　専門委員は、審議会の同意を得て、都道府県労働局長が任命する。

(平二九政一八五・一部改正)

(委員の任期等)

第四条　委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２　委員は、再任されることができる。

３　委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとする。

４　臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものと

する。

５　専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとす

る。

６　委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第五条　審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。

２　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３　会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を

代理する。

(部会)

第六条　審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

２　部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

３　前項の委員及び臨時委員については、労働者を代表する委員の数と関係労働者を代表する臨時委員の数の

合計数及び使用者を代表する委員の数と関係使用者を代表する臨時委員の数の合計数は、同数とする。

４　部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員及び臨時委員のうちから、当該部会に属する

委員及び臨時委員が選挙する。

５　部会長は、当該部会の事務を掌理する。

６　部会長に事故があるときは、当該部会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから部会長があら

かじめ指名する者が、その職務を代理する。

７　審議会は、その定めるところにより、部会(その部会長が委員であるものに限る。)の議決をもって審議会

の議決とすることができる。

(平二九政一八五・一部改正)

(最低工賃専門部会)

第七条　家内労働法第二十一条第一項の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低工賃専門部会」と

いう。)に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

２　前項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。

３　最低工賃専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、廃止するものとする。

４　前条第四項から第七項までの規定は、最低工賃専門部会について準用する。

(平二九政一八五・一部改正)

(議事)
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第八条　審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の二以上又は労働者関係委員(労働者を代表す

る委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するものをいう。)、使用者関係委員(使用者

を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するものをいう。)及び公益関係委

員(公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代表するものをいう。)の各三分の一以

上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

２　審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数の

ときは、会長の決するところによる。

３　前二項の規定は、部会及び最低工賃専門部会の議事に準用する。

(庶務)

第九条　審議会の庶務は、当該都道府県労働局において処理する。

(雑則)

第十条　この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に

諮って定める。

附　則

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

附　則　(平成二九年七月七日政令第一八五号)　抄

(施行期日)

第一条　この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。
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鳥取地方労働審議会家内労働部会運営規程 

 

（規程の目的） 

第１条  鳥取地方労働審議会家内労働部会（以下「部会」という。）の議事運営は、厚生労働省

組織令（平成 12年政令第 252 号）第 156 条の２、地方労働審議会令（平成 13年政令第 320

号）及び鳥取地方労働審議会運営規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによ

る。 

 

（組織） 

第２条  部会に属すべき委員及び臨時委員のうち、家内労働者を代表するもの、委託者を代表す

るもの及び公益を代表するものは、各３人とする。 

 

（会議の公開） 

第３条  会議は原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を

及ぼす恐れがある場合、個人もしくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場

合または率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある

場合には、部会長は、会議を非公開とすることができる。 

 

（議事録の作成） 

第４条  部会の議事については、議事録を作成する。 

 

（議決の報告） 

第５条  部会長は、部会が議決を行ったときは、当該議決をその都度、鳥取地方労働審議会会長

に報告しなければならない。 

 

（規程の改廃） 

第６条  この規程の改廃は、部会の議決に基づいて行う。 

 

（附 則） 

この規程は、令和４年１月 24日から施行する。 
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この最低工賃は、鳥取県内で行う家内労働に適用され、委託者は最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。

（1）男子既製洋服のまとめの業務 （２）婦人既製洋服のまとめの業務

    次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる工程の区分に応じ、右欄に掲げ     次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額。

    る金額。ただし、金額欄中に表示されている長さ以外の場合は、１センチメートル     ただし、金額欄中に表示されている長さ以外の場合は、１センチメートル単位で

単位で換算した金額とし、１センチメートル未満の長さは切り上げるものとする。 換算した金額とし、１センチメートル未満の長さは切り上げるものとする。

 

品目 品目

 1枚につき  針目が3ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ間隔に5針以上  1か所につき 11円 

 1枚（28ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ×2）につき  針目が3ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ間隔に4針以上  20ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙにつき 17円 

 75ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙにつき  1ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ型  1組につき 20円 

 1か所（6ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ）につき  ｳｴｽﾄ用以外、小、2つ穴  1組につき 22円 

 1枚につき  18ﾐﾘﾒｰﾄﾙ以下、2つ穴、根巻き4回以上  1個につき 8円 

 1枚につき  糸ﾙｰﾌﾟの長さ5ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ

 1枚につき  （ﾍﾞﾙﾄ通しﾙｰﾌﾟを除く）

 1か所につき  ×印仕付け止め  1か所につき 6円 

 1枚につき  部分止め  1組につき 28円 

 1枚につき  ｶﾌｽｶﾊﾞｰまつり、かんぬき止め  1枚につき 37円 

 1か所につき  1枚につき 17円 

 ｶｰﾄﾞ1枚につき  千鳥掛け  針目が3ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ間隔に5針以上  1か所につき 11円 

 1枚につき  裾まつり  針目が3ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ間隔に4針以上  20ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙにつき 17円 

 スナップ付け  1ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ型  1組につき 20円 

 かぎホック付け  ｳｴｽﾄ用、前かん  1組につき 24円 

 ボタン付け  18ﾐﾘﾒｰﾄﾙ以下、2つ穴、根巻き4回以上  1個につき 8円 

 糸ﾙｰﾌﾟの長さ5ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ

 （ﾍﾞﾙﾄ通しﾙｰﾌﾟを除く）

 プリーツ仕付け  ×印仕付け止め  1か所につき 6円 

 糸くず取り  1枚につき 17円 

 千鳥掛け  針目が3ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ間隔に5針以上  1か所につき 11円 

 ボタン付け  18ﾐﾘﾒｰﾄﾙ以下、2つ穴、根巻き4回以上  1個につき 8円 

 糸くず取り  1枚につき 16円 

◎鳥取県和服裁縫業最低工賃 【令和６年８月30日発効】

    仕立ての業務

＊工賃は、現金で全額を１か月以内に支払わなければなりません。

（R7.8）

仕  立  て  方

規    格

 無双ひとえ

 8寸まつり

 9寸しん入り

 しん入り

 ひとえ綿

品    目

 訪問着

 付け下げ

 長着

絹

絹

絹

ｳｰﾙ

絹

絹

絹

合成繊維

 振りそで

 留めそで

絹  あわせ

４，３００円 

５，３００円 

５，０００円 

２９，８００円 

２１，５００円 

１８，４００円 

１６，５００円 

９，９００円 

１１，９００円 

１５，１００円 

９，４００円 

８，１００円 

 あわせ（比翼・グシ付き）

 あわせ

 あわせ

 あわせ

 ひとえ

 あわせ

 あわせ又はひとえ

 無双ひとえ

２６，４００円 

絹

絹

 羽織

8円 

小また
千鳥掛け

 ボタン付け

 糸くず取り

ブ
ラ
ウ
ス

 鎖糸ループ付け  1か所につき

 1本につき 17円　後身内また上部について行うもの

 1本につき

 7分ｺｰﾄ又は雨ｺｰﾄ

 袋帯

 ゆかた

 長じゅばん

 名古屋帯

生  地

９，０００円 

  鳥取県の最低工賃

鳥 取 労 働 局

金    額 規    格 金    額

◎鳥取県男子服・婦人服製造業最低工賃 【令和７年８月22日発効】

工    程

 1か所につき 11円 

64円　

57円　

 袖開きまつり

 襟折り返し裏まつり

 袖付け裏まつり

 袖口裏まつり

 見返し7ﾐﾘﾒｰﾄﾙ星入れ

 ベンツまつり

 背裾まつり

25円　

 プリーツ仕付け

ス
カ
ー

ト

 肩パット付け

 1個につき 9円　

 腰裏後端まつり

ズ
ボ
ン

 1本につき 25円　わたり部について行うもの

5円　

工    程

 千鳥掛け

 裾まつり

 スナップ付け

 かぎホック付け

 ボタン付け

 カフス付け

 糸くず取り

ワ
ン
ピ
ー

ス

 鎖糸ループ付け

＊委託者は、家内労働者に家内労働手帳を交付し、委託業務内容、工賃の単価、納品の時期、工賃支払期日、受領した物品の数量、支払った
　工賃総額などをその都度記入しなければなりません。

    次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、
１枚（帯にあっては1本）につき、右欄に掲げる金額。

背
広
上
衣

127円　

9円　

64円　

9円　

32円　

40円　

17円　

17円　

17円　

40円　

13円　

 袖裏星入れ

 ベンツ止め

 カード付け

 糸くず取り

 背裏鎖止め

 肩裏まつり

 1本につき

絹

金    額

＊最低工賃に達しない工賃の支払を定める委託に関する契約は、その部分については無効となり、その無効となった部分は、最低工賃額の支払
　の定めを したものとみなされます。

資料№9
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鳥取労働局

最低工賃の種類 委託者数 家内労働者数 備　　考

（令和７年度調査） （令和７年度調査）

(令和６年度調査） （令和６年度調査）

第15次最低工賃改正計画

令和７年度
 鳥取県和服裁縫業

最低工賃

9 18 令和５年度調査
委託者数　  　　　12
家内労働者数　　23

令和９年度
 鳥取県和服裁縫業

最低工賃

令和８年度
 鳥取県男子服・婦人服製造業

最低工賃

2 152

資
料
№
1
0
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鳥取労働局労働基準部賃金室 作成

・家内労働部会委員の指名

・最低工賃改正の必要性に関する審議

・報告書作成

【報告】

【諮問】

＊改正の必要性が「有」の場合

・家内労働部会の審議内容を報告

　＊公示期間は２週間程度 ＊改正の必要性「有」から諮問を受けて

【専門部会の設置】

　＊地方労働審議会臨時委員（委託者代表、家内労働者代表）の任命

　＊会長が審議会の委員及び臨時委員の中から最低工賃専門部会委員を指名

【専門部会の運営】

　＊審議会令第６条第８項を準用する同第７条第４項の適用の確認

　＊関係家内労働者・委託者に対する意見聴取の実施

（令和８年１～２月）

＊必要に応じて追加調査の実施

・実態調査及び実地調査の説明

・他局における改正事例の紹介

・適用範囲、金額についての審議

・結審、専門部会報告書作成（鳥取地方労働審議会へ報告）

        　＊審議会令第７条第４項を適用

　　【報告】　

・調査審議（専門部会報告及び審議）

　　【答申】　 【答申】

　 　異議申出が 　  　異議申出が

 　　あった場合   　　なかった場合

＊公示の期間は、公示の翌日から起算して

　15日を経過する日まで

＊異議の申出があった場合は地労審で再審議

＊必要に応じて最低工賃部会の開催

＊官報公示（30日間）

第49回
鳥取地方労働審議会
（令和７年12月16日）

第17回家内労働部会
（令和７年12月19日開催）

家内労働実態調査
（令和７年６月１日現在調査）

労　働　局　長

鳥取県和服裁縫業最低工賃の審議について【工程表】

効　力　発　生

最低工賃専門部会（２～３回）
【調査審議】

  鳥取地方労働審議会

※鳥取地方労働審議会運営規程
第２条第２項の規定を適用し会
議の招集は行わない

関係家内労働者・委託者の
意見聴取の公示（諮問後）

答申要旨の公示 労　働　局　長

関係家内労働者・
委託者の異議の申出

決　定　公　示

実地調査（委託者及び家内
労働者に対する聴取を実施）

意　見　書

令和７年度
鳥取地方労働審議会

改正の必要性「無」の場合

改正見送り

改正の必要性「有」の場合

改正諮問

令和８年度
鳥取地方労働
審議会

資料№11
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            最低工賃の設定までのプロセス 

         （法：家内労働法、則：家内労働法施行規則） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

鳥取地方労働審議会 

労働災害防止部会 家内労働部会 最低工賃専門部会 

・和服裁縫業 

・男子服・婦人服製造業 

法第 11条第 2項、則第 7条 

関係家内労働者・委託者の申出 都道府県労働局長 

法第 11条第 1項、則第 6条第 1項 

関係家内労働者・委託者の 

意見聴取の公示 

（諮問） 

法第 8条第 1項、第 10条 

地方労働審議会 

意見書 

（調査審議） 

最低工賃専門部会 

法第 11条第 1項、則第 6条第 2項 

関係家内労働者・委託者の意見の聴取 

（調査審議） 

（報告） 

法第 8条第 2項 

（答申） 

地方労働審議会 

都 道 府 県 労 働 局 長 

法第 9条第２項、則第 5条第 1項（15日以内） 

関係家内労働者・委託者の異議の申出 

法第 9条第 1項、則第 4条 

答申要旨の公示 

地方労働審議会 

（異議の申出があった場合） 

法第 9条第 3項 

（異議の申出が 

 なかった場合） 

都 道 府 県 労 働 局 長 

再審議 

法第 12条第 1項、則第 8条 

決定公示 

再審議 

最低工賃の決定、改正、廃止の手続 

最低工賃以外の家内労働

関係事項を審議する 

審議会が最低工賃の決定・改

正決定に関する調査審議を求

められた場合に設置する 

家内労働部会 

決定、改正（廃止） 廃止 

効力発生 

法第 12条第２項（30日間） 

-28-



１　調査の概要

（１）調査の目的

　　　として実施した。

（２）調査の範囲

（３）調査の項目　　　　

　　　について調査した。

（４）その他　　　　

　　　

　　　（内訳は次表のとおり）

事業者数 比　率

 調査票の提出事業者 （TEL確認含む） 51 85.0%

9 (17.6%)

2 (3.9%)

26 (51.0%)

10 (19.6%)

事業廃止等 4 (7.8%)

 　未提出事業者 9 15.0%

 　　　　　　計 60 100.0%

※（　）は提出事業者を100％とした比率

２　委託者数及び家内労働者数

委託している事業者（回答）における委託者数及び家内労働者数

4 2 3 9

男  0 0 0 0

女  9 2 7 18

計 9 2 7 18

令和７年度　和服裁縫業最低工賃に関する実態調査報告書

東　部 中　部 西　部
                                    地　域
　区　分

　　　　区　　　　　　　　　　分

（令和７年６月１日現在）

家内労働者へ委託していない事業者

家内労働者へ
委託している事業者

　　　　この調査は、鳥取県和服裁縫業最低工賃改正のための基礎資料を得ることを目的

　　　　家内労働委託者名簿及び電話帳より確認した呉服小売業に携わる事業者で鳥取県

　　　の区域内で和服裁縫業を営む事業者を対象として、令和７年６月１日現在で通信

　　　　事業者の名称・所在地、家内労働委託業務の内容・家内労働者数、委託条件、工

　　　賃の決定、最低工賃改定に関する意見要望、品目、規格別所要時間及び支払工賃額

　　　　調査対象事業者 60に対し、調査票の提出があった事業者は 51（回収率は、

　　　調査を実施した。

　　　85％）で、この内、設定工賃に係る仕事を委託している委託者は9であった。

 家 内 労 働 者 数

 家  内  労  働  委  託  者  数

計

設定工賃に係る仕事を含む

設定工賃に係る仕事を含まない

和服の取扱いのない事業者

資料№12
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3 　委託条件・工賃の支払方法及び決定方法別件数
　※回答委託者の内、設定最低工賃の委託者について集計

◆委託条件について （一部複数回答あり）

回答数 比率

3 33.3%

0 0.0%

5 55.6%

0 0.0%

1 11.1%

9 100%

4 44%

0 0%

4 44%

0 0%

1 11%

9 100%

1 11%

1 11%

5 56%

1 11%

1 11%

9 100%

2 20%

7 70%

0 0%

0 0%

1 10%

10 100%

単価（最大値）

500円 5 36%

498円 2 14%

550円 1 7%

500円 1 7%

200円 1 7%

4 29%

14 100%

4 44%

2 22%

1 11%

2 22%

9 100%

4 44%

②決まっていない 1 11%

③その他 2 22%

無回答 2 22%

9 100%

6 67%

2 22%

0 0%

0 0%

1 11%

9 100%

②委託者がグループ代表者宅に運搬する

無回答

無回答

①弁償させる

②やり直しさせる

③問題にしない

④その他
不良品が出た場合

合　　　計

合　　　計

合　　　計

合　　　計

合　　　計

合　　　計

④その他

無回答

合　　　計

工賃等条件明示の方法

材料・製品の運搬方法

製品の納期が遅れた場合

無回答

①工賃を減額する

②店で引き取る

③問題にしない

④その他

③家内労働者が運搬する

④その他

①委託者が家内労働者宅に運搬する

①口頭

②家内労働手帳

③文書

④その他

無回答

スナップ

合　　　計

①現金

②銀行振込

③小切手

②決まっていない

③その他

無回答

①決まっている

材料、器具の名称

縫い糸

回答項目

家内労働者が負担する材料、
器具等の名称及び
単価（回答のうち最大値）

締切日

支払日

支払方法

工賃の支払方法

無回答

①決まっている

針(25本入り）

チャコ（１箱）

すそ芯（1巻）
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◆工賃の決定について （一部複数回答あり）

回答数 比率

4 44%

0 0%

0 0%

0 0%

2 22%

3 33%

9 100%

3 33%

2 22%

0 0%

1 11%

3 33%

9 100%

2 20%

3 30%

1 10%

3 30%

0 0%

1 10%

10 100%

2 20%

6 60%

0 0%

0 0%

2 20%
10 100%

4 　最低工賃改正に関する意見、要望等

5 　家内労働者の工賃収入額分布

6月の工賃収入額 （委託者から６月の工賃支払額の回答のあった家内労働者１３名について集計）

126,000 円

16,500 円

41,785 円

人数 構成比

１万円 未満 0

1～2万円 未満 1 8%

2～4万円 未満 6 46%

4～6万円 未満 4 31%

6～8万円 未満 1 8%

9～10万円 未満 0

10～12万円 未満 0

12～15万円 未満 1 8%

15万円 以上 0

13 100%

平 均 額

計

最 高 額

最 低 額

①過去２年間に改正した

工賃収入額

なし

①物価の上昇

②家内労働者から要求

無回答

合　　　計

①店主（委託者）が決める

②家内労働者が額を提示する

③業者団体（組合）が決める

合　　　計

④店主（委託者）と家内労働者が話し合って決める

⑤その他

無回答

合　　　計

①品目・規格別に単価を決めている

②品目ごとに１枚いくらで決めている

③その都度話し合いで単価を決めている

④その他

引き上げた

引き下げた

その他

工賃単価の具体的な決め方

現行工賃に改正した理由

③改正未定

回答項目

②今後改正予定

③発注元の工賃単価の引上げ

④その他

無回答

無回答

合　　　計

工賃改正状況

現行工賃決定方法
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最低工賃額及び調査工賃額

仕立ての業務

最低 最高 平均 最低 最高 平均

人 人 円 円 円 円

2 5 26,400 27,000 30,000 28,000 102.3% 113.6% 106.1%

あわせ
（比翼グシ付き）

訪問着 絹 あわせ 5 10 21,500 20,000 34,400 25,500 93.0% 160.0% 118.6%

付け下げ 絹 あわせ 3 7 18,400 19,200 25,000 22,200 104.3% 135.9% 120.7%

絹 あわせ 5 11 16,500 15,000 24,000 17,860 90.9% 145.5% 108.2%

ウール ひとえ 0 0 9,900 ― ― ― ― ― ―

羽　織 絹 あわせ 0 0 11,900 ― ― ― ― ― ―

7分コート
又は
雨コート

絹
あわせ又は
ひとえ 1 3 15,100 20,000 20,000 20,000 132.5% 132.5% 132.5%

絹 無双ひとえ 5 10 9,400 8,000 11,000 9,980 85.1% 117.0% 106.2%

合成
繊維

無双ひとえ 0 0 8,100 ― ― ― ― ― ―

8寸まつり 1 2 4,300 4,000 5,000 4,500 93.0% 116.3% 104.7%

9寸しん入り 2 3 5,300 5,000 6,000 5,250 94.3% 113.2% 99.1%

袋帯 絹 しん入り 2 2 5,000 5,000 5,000 5,000 100.0% 100.0% 100.0%

ゆかた 綿 ひとえ 3 6 9,000 5,500 10,000 8,333 61.1% 111.1% 92.6%

あわせ
（グシつき）

1 3 ― 18,500 19,500 19,000 ― ― ―

ひとえ 3 7 ― 10,000 15,500 14,000 ― ― ―

（注）複数の品目、工程を委託している者及び従事する家内労働者については、それぞれの品目、工程ごと重複計上した。

　　　　※印については、回答無し

最低工賃に対する調査工賃の比率調査工賃額

振りそで 絹 あわせ

品目 規　　格
委託
者数

家内労
働者数

最低
工賃額

109.1%2 5 30,000 34,000 32,500 100.7%

絹長　着

114.1%

絹名古屋帯

長　着

長じゅばん

留めそで 絹 29,800

※

※

※
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標準作業時間及び調査所要時間

仕立ての業務

最も早い人 最も遅い人 平均 最も早い人 最も遅い人 平均

人 人 時間：分 時間：分 時間：分 時間：分

2 5 24:00 24:00 40:00 34:00 100.0% 166.7% 141.7%

あわせ
（比翼グシ付き）

訪問着 絹 あわせ 5 10 22:00 24:00 40:00 32:00 109.1% 181.8% 145.5%

付け下げ 絹 あわせ 3 7 20:00 24:00 40:00 30:00 120.0% 200.0% 150.0%

絹 あわせ 5 11 17:00 24:00 40:00 29:20 141.2% 235.3% 172.5%

ウール ひとえ 0 0 11:00 ― ― ― ― ― ―

羽　織 絹 あわせ 0 0 12:00 ― ― ― ― ― ―

7分コート
又は
雨コート

絹
あわせ又は
ひとえ 1 3 15:00 24:00 40:00 32:00 160.0% 266.7% 213.3%

絹 無双ひとえ 5 10 10:00 16:00 32:00 22:00 160.0% 320.0% 220.0%

合成
繊維

無双ひとえ 0 0 9:00 ― ― ― ― ― ―

8寸まつり 1 2 4:00 ― ― ― ― ― ―

9寸しん入り 2 3 5:00 ― ― ― ― ― ―

袋帯 絹 しん入り 2 2 4:30 ― ― ― ― ― ―

ゆかた 綿 ひとえ 3 6 10:00 10:00 20:00 16:00 100.0% 200.0% 160.0%

あわせ
（グシつき）

1 3 ― 24:00 32:00 28:00 ― ― ―

ひとえ 3 7 ― 22:00 32:00 25:00 ― ― ―

（注）　複数の品目、工程を委託している者及び従事する家内労働者については、それぞれの品目、工程ごと重複計上した。

　　　　※印については、所要時間の回答無し

絹名古屋帯

家内労
働者数

標準作業
時間

留めそで 絹 30:00

長　着

標準作業時間に対する調査所要時
間の比率調査所要時間

振りそで 絹 あわせ

品目 規　　格

160.0%2 5 32:00 60:00 48:00 106.7%

長じゅばん

200.0%

長　着

委託
者数

絹

※

※

※

※

※

※
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和服裁縫業最低工賃関係資料

資料№13
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年度 昭和４９ 53 57 60 63 平成２ 4 6 8 10 12 16 19 22 25 28 令和２ 令和５ 令和７

委託者数 76 116 80 74 164 146 108 100 113 83 65 31 37 32 29 19 16 12 9

家内労働者数 696 781 489 418 776 641 518 424 438 374 268 119 124 96 71 46 35 23 18

単位（人）

和服裁縫業最低工賃　委託者数、家内労働者数の推移
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生地 仕立て方 平成３年度 平成５年度 平成７年度 平成９年度 平成１１年度 平成１３年度 平成１５年度 平成１７年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２６年度 平成２８年度 令和２年度 令和６年度

振りそで 絹 あわせ
18,000円

（2,000円）
19,800円

（1,800円）
20,800円

（1,000円）
21,500円
（ 700円）

22,100円
（ 600円）

23,100円
（1,000円）

23,100円
（－）

23,100円
（－）

23,800円
（ 700円）

24,500円
（ 700円）

24,500円
（－）

24,500円
（－）

24,500円
（－）

26,400円
（1,900円）

留めそで 絹 あわせ
（比翼・グシ付き）

20,000円
（2,000円）

22,000円
（2,000円）

23,100円
（1,100円）

24,000円
（ 900円）

25,000円
（1,000円）

26,000円
（1,000円）

26,000円
（－）

26,500円
（ 500円）

26,800円
（ 300円）

27,700円
（ 900円）

27,700円
（－）

27,700円
（－）

27,700円
（－）

29,800円
（2,100円）

訪問着 絹 あわせ －
17,600円 18,400円

（ 800円）
18,900円
（ 500円）

19,200円
（ 300円）

19,500円
（ 300円）

19,500円
（ －）

19,500円
（ －）

19,500円
（ －）

20,000円
（500円）

20,000円
（－）

20,000円
（－）

20,000円
（－）

21,500円
（1,500円）

付け下げ 絹 あわせ
14,000円

（1,500円）
15,400円

（1,400円）
16,200円
（ 800円）

16,500円
（ 300円）

16,500円
（－）

16,500円
（－）

16,500円
（－）

17,000円
（ 500円）

17,000円
（－）

17,000円
（－）

17,100円
（100円）

17,100円
（－）

17,100円
（－）

18,400円
（1,300円）

絹 あわせ
13,500円

（1,500円）
14,300円
（ 800円）

15,100円
（ 800円）

15,200円
（ 100円）

15,200円
（ －）

15,200円
（ －）

15,200円
（ －）

15,200円
（ －）

15,200円
（ －）

15,200円
（ －）

15,300円
(100円）

15,300円
(－）

15,300円
(－）

16,500円
(1,200円）

ウ－ル ひとえ
6,000円

（1,000円）
6,600円

（ 600円）
6,900円

（ 300円）
7,000円

（ 100円）
7,000円

（ －）
7,200円

（ 200円）
7,200円

（－）
7,200円

（－）
7,200円

（－）
7,200円

（－）
7,200円

（－）
7,200円

（－）
7,200円

（－）
9,900円

（2,700円）

絹 あわせ
9,000円

（1,000円）
9,900円

（ 900円）
10,400円
（ 500円）

10,600円
（ 200円）

10,600円
（－）

11,000円
（ 400円）

11,000円
（－）

11,000円
（－）

11,000円
（－）

11,000円
（－）

11,000円
（－）

11,000円
（－）

11,000円
（－）

11,900円
（900円）

ウ－ル ひとえ
5,500円

（ 500円）
6,100円

（ 600円）
6,500円

（ 400円）
6,600円

（ 100円）
6,600円

（－）
6,600円

（－）
6,600円

（－）
6,600円

（－）
6,600円

（－）
廃止

あわせ
11,800円

（1,300円）

ひとえ
11,400円

（1,400円）

絹
(あわせ)

   無双ひとえ
7,500円

（1,000円）
8,300円

（ 800円）
8,700円

（ 500円）
8,700円

（－）
8,700円

（－）
8,700円

（－）
8,700円

（－）
8,700円

（－）
8,700円

（－）
8,700円

（－）
8,700円

（－）
8,700円

（－）
8,700円

（－）
9,400円

（700円）

合成繊維 無双ひとえ
5,800円

（ 800円）
6,400円

（ 600円）
6,800円

（ 400円）
7,000円

（ 200円）
7,000円

（－）
7,000円

（－）
7,000円

（－）
7,000円

（－）
7,000円

（－）
7,000円

（－）
7,000円

（－）
7,000円

（－）
7,000円

（－）
8,100円

（1,100円）

8寸まつり
3,500円

（ 500円）
3,800円

（ 300円）
4,000円

（ 200円）
4,000円

（－）
4,000円

（－）
4,000円

（－）
4,000円

（－）
4,000円

（－）
4,000円

（－）
4,000円

（－）
4,000円

（－）
4,000円

（－）
4,000円

（－）
4,300円

（300円）

9寸しん入り
4,300円

（ 500円）
4,700円

（ 400円）
4,900円

（ 200円）
4,900円

（－）
4,900円

（－）
4,900円

（－）
4,900円

（－）
4,900円

（－）
4,900円

（－）
4,900円

（－）
4,900円

（－）
4,900円

（－）
4,900円

（－）
5,300円

（400円）

袋帯 絹 しん入り
4,000円

（ 500円）
4,400円

（ 400円）
4,600円

（ 200円）
4,600円

（－）
4,600円

（－）
4,600円

（－）
4,600円

（－）
4,600円

（－）
4,600円

（－）
4,600円

（－）
4,600円

（－）
4,600円

（－）
4,600円

（－）
5,000円

（400円）

ゆかた 綿 ひとえ － － － － －
5,700円 5,700円

（－）
6,000円

（ 300円）
6,300円

（ 300円）
6,300円

（－）
6,300円

（－）
6,300円

（－）
6,300円

（－）
9,000円

（2,700円）

※ 　平成20年度の改正により、長じゅばん〔絹　あわせ〕は、長じゅばん〔絹　無双ひとえ〕に改正されました。
※ 　平成28年度、令和２年度は「改正諮問見送り」となりました。
※   各年度において工賃額が改定された品目を色塗りしています。

14,000円
（－）

15,100円
（1,100円）

金　　　　　　額　　　　　　　　　上段：最低工賃額　　　　下段：（引き上げ額）

名古屋帯

絹

絹

12,800円 13,400円
（ 600円）

14,000円
（－）

14,000円
（ 200円）

14,000円
（－）

長じゅばん

14,000円
（－）

7分コ－ト
又は雨コ－ト

13,800円
（ 400円）

13,800円
（－）

14,000円
（－）

14,000円
（－）

14,000円
（－）

鳥取県和服裁縫業最低工賃額の推移（引上げ額）

品目
規　格

長着

羽織

※※
※

※ ※ ※※
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鳥取 北海道 青森 島根 広島 熊本

生地 仕立て方 R6.8.30 H14.3.22 H15.5.1 H16.7.4 R7.8.27 H13.4.21

振りそで 絹 あわせ 26,400円 23,000円 22,900円 23,000円 25,000円 23,800円

留めそで 絹 あわせ
（比翼・グシ付き）

29,800円 25,000円 26,700円 26,100円 28,000円 26,400円

訪問着 絹 あわせ 21,500円 19,300円 20,300円 23,000円 18,000円

付け下げ 絹 あわせ 18,400円 15,500円 17,000円 16,000円 16,000円

絹 あわせ 16,500円 13,500円 13,300円 14,800円 14,000円 13,400円

ウール ひとえ 9,900円 6,500円 7,300円 7,400円 - 7,600円

羽織 絹 あわせ 11,900円 10,500円 10,700円 10,500円 12,000円 11,900円

あわせ 13,500円 13,900円 13,800円 14,500円

ひとえ 13,500円 - - -

絹 無双ひとえ 9,400円 7,500円 - - 9,000円 8,600円

合成繊維 無双ひとえ 8,100円 5,700円 - 6,200円 - 6,800円

8寸まつり 4,300円 3,000円 - - 3,400円

9寸しん入り 5,300円 4,000円 4,500円 4,300円 4,700円

袋帯 絹 しん入り 5,000円 4,000円 4,200円 4,600円 4,200円 4,200円

ゆかた 綿 ひとえ 9,000円 5,300円 5,600円 5,900円 - 5,800円

※ 広島は、R7.8.27付け改正により規格の「仕立て方」の区分がなくなった。

※ 地域別の品目毎の工賃額を比較し、最も高い工賃額を色塗りしている。

和服裁縫業最低工賃一覧

16,500円

4,300円

絹

絹

15,100円

長じゅばん

名古屋帯

品目
規　格

長着

7分コート
又は雨コート

16,500円

※道行コート

※ひとえ

※道行コート

※道行コート・

 道中着

※ひとえ ※ひとえ

※雨コート
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令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 最新改正年月日

北海道
改正諮問
見送り

改正諮問
見送り

(改正) Ｈ１４．３．２２

青森
廃止諮問
見送り

改正諮問 〔改正見送り〕 (改正) Ｈ１５．５．１

島根
改正諮問
見送り

改正諮問
見送り

(改正) Ｈ１６．７．４

広島
改正諮問
見送り

改正諮問 〔改正決定〕 (改正) Ｒ７．８．２７

熊本
改正諮問
見送り

改正諮問
見送り

(改正) Ｈ１３．４．２１

山口
改正諮問
見送り

廃止諮問
〔廃止決定〕

R6.5.25廃止

長崎
廃止諮問
見送り

廃止諮問
〔廃止決定〕

R6.4.23廃止

鳥取
改正諮問
見送り

改正諮問 〔改正決定〕 (改正) (改正) Ｒ６．８．３０

全国の和服裁縫業最低工賃改正状況

第13次 第14次 第15次

-39-



1時間

換算額

（円）

振 り そ で 絹 あ わ せ 1枚 26,400 24：00 0.0417 1,100

留 め そ で 絹 あ わ せ
（ 比 翼 ・ グ シ 付 き ）

1枚 29,800 30：00 0.0333 993

訪 問 着 絹 あ わ せ 1枚 21,500 22：00 0.0455 977

付 け 下 げ 絹 あ わ せ 1枚 18,400 20：00 0.0500 920

絹 あ わ せ 1枚 16,500 17：00 0.0588 970

ウール ひ と え 1枚 9,900 11：00 0.0909 900

羽 織 絹 あ わ せ 1枚 11,900 12：00 0.0833 991

７ 分 コ ー ト

又は

雨 コ ー ト

絹 無 双 ひ と え 1枚 9,400 10: 00 0.1000 940

合成繊維 無 双 ひ と え 1枚 8,100 9：00 0.1111 900

絹 ８ 寸 ま つ り 1本 4,300 4：00 0.2500 1,075

絹 ９ 寸 し ん 入 り 1本 5,300 5：00 0.2000 1,060

袋 帯 絹 し ん 入 り １本 5,000 4：30 0.2222 1,111

ゆ か た 綿 ひ と え １枚 9,000 10：00 0.1000 900

鳥取県和服裁縫業最低工賃（標準作業時間・1時間換算額）

品　　　　目

規　　　　格
最低工賃額

（円）
標準作業時間
（時間 ： 分）

1時間当たり
標準作業能率生　地 仕立て方 単位

鳥取県最低賃金　１時間1,030円（R7.10.4発効）

0.0667 1,006

長 じ ゅ ば ん

名 古 屋 帯

長 着

絹 あわせ又はひとえ 1枚 15,100 15：00
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